
南
イ
タ
リ
ア
の
僭
主
政

芝

川

治＊

要

旨
前
稿
に
続
い
て
今
回
取
上
げ
る
の
は
南
イ
タ
リ
ア
の
僭
主
政
で
あ
る
。
僭
主
の
簇
出
し
た
シ
ケ
リ
ア
と
は
異
な
り
、
南
伊
に
て
は
僭
主
政
は
少
な
い
。
今
日

知
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
キ
ュ
メ
、
レ
ギ
オ
ン
、
シ
ュ
バ
リ
ス
、
ク
ロ
ト
ン
、
エ
レ
ア
の
事
例
を
算
え
る
程
度
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
関
す
る
情
報
も
僅
少
で
あ

る
が
、
そ
れ
ら
に
は
影
薄
き
者
が
多
い
。
僭
主
出
現
の
理
由
は
ポ
リ
ス
に
よ
っ
て
区
々
様
々
で
あ
り
、
そ
こ
に
特
定
の
歴
史
的
事
由
を
附
す
る
の
は
困
難
で
あ

る
。
彼
ら
の
施
策
に
し
て
も
社
会
変
革
に
寄
与
し
た
と
は
な
す
能
わ
ぬ
も
の
が
あ
る
。
南
伊
の
僭
主
は
概
ね
寡
頭
政
よ
り
発
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
没
落

後
、
体
制
は
旧
に
復
す
る
の
み
。
こ
こ
に
て
も
そ
れ
は
野
心
家
が
一
時
的
に
権
力
を
奪
取
し
た
の
み
。
そ
れ
は
寡
頭
政
の
幕
間
劇
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
キ
ュ
メ
、
レ
ギ
オ
ン
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
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本
稿
に
お
い
て
は
南
伊
の
僭
主
政
及
び
そ
の
周
辺
に
限
定
し
て
粗
描
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
焦
点
を
当
て
る
事
と
な
る
の
は
、
も
と
よ
り
、「
古
典
学

説
」
の
是
非
で
あ
る
。

一

先
ず
、
カ
ル
キ
ス
系
の
キ
ュ
メ
。
西
方
最
古
の
植
民
地
と
さ
れ
る
（
1
）キ
ュ
メ
に
て
内
紛
が
知
ら
れ
る
の
は
六
世
紀
末
葉
で
あ
る
。
今
、
こ
れ
を
ハ
リ
カ
ル
ナ
ッ

ソ
ス
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
（
2
）に
よ
っ
て
見
よ
う
。

五
二
四
年
、
エ
ト
ル
リ
ア
人
が
イ
タ
リ
ア
原
住
民
を
語
ら
っ
て
、
大
軍
を
以
っ
て
キ
ュ
メ
に
来
攻
し
た
。
キ
ュ
メ
人
は
こ
れ
を
撃
退
し
た
が
、
報
償
を
め

ぐ
っ
て
諍
が
生
じ
た
。
最
高
の
武
勲
を
立
て
た
の
は
ア
リ
ス
ト
デ
モ
ス
（
ho
m
alakos)
（
3
）
で
あ
っ
た
が
、
支
配
層
hoidynatoiは
そ
れ
を
嫌
忌
し
た
。
該
時
、

キ
ュ
メ
の
政
体
は
貴
族
政
aristokratia
に
し
て
、
国
政
の
要
枢
た
る
は
評
議
会
boule
と
思
考
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
抗
し
た
の
が
民
衆
dem
osと
さ
れ
る
。

こ
れ
は
多
数
の
事
に
権
限
を
有
さ
ず
と
の
由
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
デ
モ
ス
は
、
本
来
、
卑
賤
の
出
で
は
な
い
が
、
爾
今
、
民
衆
を
領
導
し
、
支
配
層
と
の
対
立

を
深
め
た
と
い
う
。

こ
の
後
、
二
十
年
を
閲
し
て
、
ア
リ
キ
ア
が
ポ
ル
セ
ン
ナ
の
息
を
将
と
す
る
エ
ト
ル
リ
ア
軍
に
よ
っ
て
包
囲
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
の
救
援
要
請
に
応
じ
て
、

キ
ュ
メ
は
劣
悪
な
る
船
舶
、
兵
員
と
共
に
将
軍
と
し
て
ア
リ
ス
ト
デ
モ
ス
を
派
遣
し
た
。
キ
ュ
メ
当
局
者
層
の
真
意
は
ア
リ
ス
ト
デ
モ
ス
の
除
去
に
あ
っ
た

が
、
そ
れ
に
反
し
彼
は
赫
々
た
る
勝
利
を
納
め
た
。
彼
は
戦
果
の
報
告
な
る
名
の
下
、
評
議
会
に
赴
き
、
配
下
の
者
を
し
て
有
力
者
aristokratikoiを
悉
く

誅
戮
せ
し
め
、
要
衝
を
占
拠
し
た
。
権
力
を
掌
握
し
た
彼
は
自
由
平
等
を
宣
揚
し
、
土
地
再
分
配
と
負
債
の
廃
棄
を
約
束
し
、
自
ら
を
strategos

autokratorに
任
命
せ
し
め
、
武
器
の
没
収
を
も
行
っ
た
。
ま
た
、
彼
は
奴
隷
や
異
人
よ
り
成
る
護
衛
兵
を
設
け
た
。
か
く
し
て
彼
は
僭
主
と
化
し
、
種
々

専
恣
の
業
を
行
っ
た
が
、
一
四
年
後
（
4
）、
叛
乱
が
勃
発
し
て
惨
殺
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
父
祖
伝
来
の
国
制
patrios
politeia
が
復
活
し
た
と
い
う
。

こ
の
記
事
は
僭
主
の
勃
興
か
ら
凋
落
迄
の
一
代
記
と
し
て
類
型
的
で
あ
る
。
ま
た
、
過
度
に
劇
的
で
あ
る
。
報
わ
れ
ざ
り
し
英
傑
が
、
反
対
派
の
籌
策
に
よ

る
悪
条
件
の
下
、
獅
子
奮
迅
の
活
躍
を
な
し
て
エ
ト
ル
リ
ア
軍
を
殲
滅
し
、
故
国
に
戻
っ
て
大
衆
の
歓
呼
を
博
し
た
。
こ
の
後
、
彼
は
悪
虐
な
る
僭
主
と
な
り
、
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政
敵
の
子
息
を
田
園
に
散
在
せ
し
め
、
他
の
少
年
を
女
子
と
し
て
育
て
た
が
、
結
句
、
敵
勢
力
が
復
仇
を
完
遂
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

プ
ル
タ
ル
コ
ス
（
5
）の
筆
は
更
に
演
劇
的
に
傾
く
。
こ
れ
は
逸
名
の
婦
人
が
男
子
を
鼓
舞
す
る
結
果
を
生
じ
、
更
に
は
僭
主
の
妻
ク
セ
ノ
ク
リ
テ
（
こ
れ
は
ア
リ

ス
ト
デ
モ
ス
に
と
り
政
敵
の
娘
。
彼
と
の
結
婚
を
強
制
さ
れ
て
い
た
。）
が
反
対
派
を
誘
掖
し
ア
リ
ス
ト
デ
モ
ス
を
殺
害
せ
し
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
烈
女
の
姿
を
際
立
た
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
に
は
細
部
に
亘
っ
て
も
疑
問
箇
所
が
点
在
す
る
。
兵
員
の
数
や
戦
闘
の
実
態
、「
二
十
年
後
（
6
）」
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
し
、「
全
権
将
軍
」

strategos
autokratorや
「
民
衆
指
導
者
」
dem
ou
prostates
（
7
）
も
時
代
錯
誤
と
さ
れ
る
。

た
だ
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
記
述
が
キ
ュ
メ
の
年
代
記
に
由
来
す
と
主
張
さ
れ
る
（
8
）事
も
あ
る
。
僭
主
ア
リ
ス
ト
デ
モ
ス
や
キ
ュ
メ
の
状
況
は
デ
ィ
オ
ド
ロ

ス
（
9
）や
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
自
身
の
他
の
記
事
（
10
）、
ま
た
リ
ウ
ィ
ウ
ス
（
11
）か
ら
も
裏
付
を
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
揺
籃
期
の
ロ
ー
マ
や
ラ
テ
ン
諸
邦
、
エ

ト
ル
リ
ア
人
の
動
向
と
も
平
仄
が
合
致
す
る
と
称
し
得
よ
う
か
。
か
く
し
て
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
七
巻
二

－

一
一
は
全
体
と
し
て
は
受
容
す
べ
し
と
い
っ
た

と
こ
ろ
か
。

ア
リ
ス
ト
デ
モ
ス
の
一
件
に
つ
き
、
サ
ル
ト
ー
リ
（
12
）は
歴
史
的
意
味
を
講
究
せ
ん
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
キ
ュ
メ
に
お
け
る
民
衆
の
成
長
は
未
だ
し
に
し

て
、
ア
リ
ス
ト
デ
モ
ス
も
平
等
化
を
推
進
し
た
も
の
で
は
な
い
。
僭
主
没
落
後
、
旧
来
の
体
制
が
復
活
し
た
。
然
る
に
、
そ
れ
は
最
早
、
往
昔
の
光
輝
を
回
復

し
得
ず
。
民
主
政
へ
の
滔
々
た
る
大
流
か
ら
は
キ
ュ
メ
も
ま
た
逃
る
事
能
わ
ざ
り
し
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
デ
モ
ス
以
前
に
お
け
る
キ
ュ
メ
の
国
制
は
「
貴
族
政
」
と
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
そ
れ
は
史
料
で
は
aristokratia
（
13
）
や
aristokratike

politeia
（
14
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
主
権
者
は
dynatoi
（
15
）,aristokratikoi
（
16
）,aristoi
（
17
）
な
ど
と
な
さ
れ
て
い
る
。
然
る
に
、
そ
れ
ら
は
ま
た
plousioi
（
18
）
と
も
叙
さ

れ
る
。
国
制
に
関
し
て
は
oligarchia
（
19
）
な
る
呼
称
も
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
以
っ
て
観
る
に
、
こ
こ
に
お
け
る
aristokratia
は
oligarchia
の
美
称
と
解

す
べ
き
で
あ
る
。
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
を
繙
く
に
、
ア
リ
ス
ト
デ
モ
ス
は
plethosを
支
持
基
盤
と
し
て
dynatotatoiを
誹
毀
し
、
euporotatoiを
殺
害
し
た
と

さ
れ
る
（
20
）。
dynatotatoiと
euporotatoiは
、
事
実
上
、
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
dynatotatoiは
aristoiな
ど
と
共
に
社
会
的
に
は
上
流
富
裕
者
層
を
指
示

す
る
の
で
あ
る
（
21
）。
該
時
期
の
キ
ュ
メ
に
お
い
て
国
政
を
嚮
導
し
た
の
は
富
裕
者
層
な
の
で
あ
る
。

土
地
再
分
配
や
負
債
廃
棄
の
標
語
が
喝
采
を
博
し
た
と
の
由
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
、
貧
富
の
対
立
が
激
化
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
貧
民
の
不
満
が
醸
成

南
イ
タ
リ
ア
の
僭
主
政
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さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
22
）。
ア
リ
ス
ト
デ
モ
ス
は
そ
れ
を
利
し
て
大
衆
煽
動
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
貧
富
の
対
立
は
往
時
よ
り
ポ
リ
ス
の
通
弊
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
機
宜
に
応
じ
て
表
面
化
す
る
の
で
あ
る
（
23
）。
そ
う
す
る
と
今
般
の
事
件
は
ポ
リ
ス
に
通
有
な
る
周
期
的
現
象
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ア
リ
ス
ト
デ
モ
ス
に
対
す
る
反
乱
軍
の
首
魁
は
ヒ
ッ
ポ
メ
ド
ン
の
子
息
た
ち
と
さ
れ
る
（
24
）。
こ
の
ヒ
ッ
ポ
メ
ド
ン
と
は
、
嘗
て
、
戦
捷
の
勲
功
を
め
ぐ
っ
て
ア

リ
ス
ト
デ
モ
ス
の
対
抗
馬
と
な
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
（
25
）。
僭
主
後
、
復
活
し
た
国
制
に
お
い
て
も
中
枢
を
占
め
た
の
は
、
当
然
、
旧
支
配
層
の
息
子
た
ち
で
あ

ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
万
事
に
亘
っ
て
旧
態
に
復
し
た
の
み
か
。
ま
さ
に
patrios
politeia
で
あ
る
。

五
世
紀
の
キ
ュ
メ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
萎
靡
に
向
う
（
26
）。
遂
に
は
四
二
一
年
、
カ
ン
パ
ニ
ア
人
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
た
（
27
）。
内
政
に
関
し
て
は
詳
ら
か
と
し
な
い
。

ア
リ
ス
ト
デ
モ
ス
後
再
興
さ
れ
た
寡
頭
政
は
安
定
的
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ベ
ル
ヴ
ェ
は
語
る
（
28
）、
„......blieb
auch
im
ionischen
K
ym
e
an
Italiens

K
üste
die
T
yrannis
allem
A
nschein
nach
nur
eine
Episode
ohne
tiefere
W
irkung
aufdie
Gestaltung
der
Polis.“
け
だ
し
、
至
言
で
あ
る
。

二

レ
ギ
オ
ン
。
こ
れ
は
ザ
ン
ク
レ
同
様
、
カ
ル
キ
ス
系
植
民
地
で
あ
る
。
こ
れ
は
ザ
ン
ク
レ
主
導
の
下
、
八
世
紀
後
期
に
拓
か
れ
た
と
思
考
さ
れ
る
。
こ
れ
に

は
家
郷
を
逐
わ
れ
た
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
も
参
加
し
た
（
29
）。
そ
れ
は
創
建
よ
り
も
後
年
に
属
す
と
す
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
か
（
30
）。

ス
ト
ラ
ボ
ン
に
よ
ら
ん
か
、
ア
ナ
ク
シ
ラ
ス
に
到
る
迄
、
レ
ギ
オ
ン
人
の
長
hegem
onesは
常
に
メ
ッ
セ
ニ
ア
系
よ
り
立
っ
た
。
こ
の
hegem
onesと

は
何
か
。
こ
の
語
を
僭
主
と
解
す
（
31
）は
無
理
な
し
と
し
な
い
。
そ
も
そ
も
、
レ
ギ
オ
ン
に
お
い
て
ア
ナ
ク
シ
ラ
ス
と
そ
の
子
息
以
外
の
僭
主
は
吾
人
に
は
未
知
で

あ
る
。
た
だ
、
レ
ギ
オ
ン
人
の
許
、
ア
ナ
ク
シ
ラ
ス
以
外
の
dynastikoi出い
で

し
と
の
伝
承
は
存
す
（
32
）。
こ
れ
は
僭
主
を
指
示
す
る
と
見
る
の
が
順
当
で
あ
る
。

そ
れ
は
ア
ナ
ク
シ
ラ
ス
以
後
に
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

何
れ
に
せ
よ
、
hegem
onesは
支
配
集
団
と
解
す
る
の
が
無
理
な
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
メ
ッ
セ
ニ
ア
系
の
者
が
そ
の
よ
う
な
集
団
を
構
成
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
疑
念
も
出
来
す
る
。
メ
ッ
セ
ニ
ア
系
の
流
入
は
相
当
の
古
期
に
遡
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
初
よ
り
と
は
な
し
難
き
か
と
叙
し
て

お
い
た
。
主
導
権
は
カ
ル
キ
ス
系
に
属
し
た
と
す
る
方
が
、
一
応
、
普
通
で
あ
ろ
う
。
か
く
以
っ
て
、
ス
ト
ラ
ボ
ン
に
直
ち
に
左
袒
す
る
の
は
憚
ら
れ
る
（
33
）。
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ア
ナ
ク
シ
ラ
ス
以
前
の
レ
ギ
オ
ン
な
る
が
、
そ
こ
で
は
寡
頭
政
が
布
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
34
）。
こ
れ
に
関
し
て
幾
何
な
り
と
も
敷
衍
す
る
の
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ

デ
ス
・
レ
ン
ボ
ス
（
35
）で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
ら
ん
か
、
レ
ギ
オ
ン
の
国
制
は
貴
族
政
aristokratike
で
あ
っ
た
。「
何
と
な
れ
ば
、
資
産
高
よ
り
選
ば
れ
た
る
千
名
、

万
端
を
宰
領
せ
し
な
り
。
か
つ
、
カ
タ
ネ
出
身
カ
ロ
ン
ダ
ス
の
法
を
使
用
せ
し
な
り
。」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
こ
こ
に
お
け
る
「
貴
族
政
」
も
、
キ
ュ

メ
な
ど
と
同
様
、
寡
頭
政
の
美
称
と
な
る
。
財
産
級
が
存
し
、
そ
れ
を
充
足
し
た
者
が
支
配
権
を
行
使
し
た
の
で
あ
る
（
36
）。
カ
ロ
ン
ダ
ス
の
法
も
こ
う
い
っ
た
体

制
に
適
合
的
と
判
断
さ
れ
る
（
37
）。
千
人
の
集
団
は
西
方
に
お
い
て
は
屢
次
に
亘
っ
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
38
）。

ア
ナ
ク
シ
ラ
ス
の
統
治
年
代
は
四
九
四
年
か
ら
四
七
六
年
に
及
ぶ
（
39
）。
政
権
奪
取
の
様
相
に
つ
い
て
史
料
に
は
黙
然
た
る
も
の
が
あ
る
。
学
説
で
あ
る
が
、
ア

ナ
ク
シ
ラ
ス
に
民
主
政
の
代
表
者
を
見
る
向
き
は
あ
る
。
大
衆
、
殊
に
メ
ッ
セ
ニ
ア
系
が
抑
圧
を
蒙
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
そ
れ
を
背
景
と
し
て
抬

頭
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
40
）。
確
か
に
、
ク
レ
テ
ィ
ネ
ス
の
子
ア
ナ
ク
シ
ラ
ス
（
41
）は
出
自
を
メ
ッ
セ
ニ
ア
に
仰
ぎ
（
42
）、
後
述
す
る
と
こ
ろ
な
る
が
、
親
メ
ッ
セ
ニ
ア

策
を
取
っ
た
（
42a
）。
レ
ギ
オ
ン
に
お
い
て
カ
ル
キ
ス
系
と
メ
ッ
セ
ニ
ア
系
の
確
執
は
底
流
に
伏
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
後
者
が
下
層
に
沈
淪
し
て
い
た
可
能
性
も
一
概

に
は
否
定
出
来
な
い
。
た
だ
、
そ
の
点
、
確
証
は
欠
如
す
る
。

ア
ナ
ク
シ
ラ
ス
は
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
を
占
拠
す
る
事
に
よ
っ
て
権
力
を
私
し
た
旨
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
（
43
）は
記
す
。
然
ら
ば
、
そ
れ
は
ク
ー
デ
タ
の
類
で
あ
っ

て
、
大
衆
蹶
起
か
ら
は
遠
い
。
或
は
、
ア
ナ
ク
シ
ラ
ス
の
政
治
は
善
政
を
以
っ
て
聞
こ
え
る
（
44
）。
土
地
再
分
配
、
負
債
廃
棄
な
ど
矯
激
な
る
施
策
に
趨
っ
た
形
跡

は
な
く
、
長
期
間
政
権
を
保
持
し
、
平
和
裡
に
子
息
に
継
受
せ
し
め
た
。
こ
れ
を
以
っ
て
惟
う
に
、
彼
に
は
衆
望
を
担
っ
て
登
場
し
た
一
面
も
あ
っ
た
か
。
た

だ
、
そ
の
点
や
、
彼
の
国
内
政
策
に
関
す
る
情
報
は
僅
少
に
過
ぐ
。
ま
た
、
四
九
〇
年
代
、
ゲ
ラ
の
僭
主
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
は
強
盛
を
誇
り
、
レ
ギ
オ
ン
と
一

衣
帯
水
の
位
置
に
あ
る
ザ
ン
ク
レ
を
も
傘
下
に
納
め
た
。
こ
の
事
が
レ
ギ
オ
ン
に
刺
戟
を
与
え
た
可
能
性
は
高
し
と
な
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
れ
に
せ

よ
、
治
世
初
期
の
ア
ナ
ク
シ
ラ
ス
に
と
っ
て
ザ
ン
ク
レ
の
帰
趨
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
（
45
）。

ア
ナ
ク
シ
ラ
ス
は
ヒ
メ
ラ
の
僭
主
テ
リ
ロ
ス
の
娘
を
娶
り
、
カ
ル
タ
ゴ
と
盟
約
関
係
に
入
っ
た
（
46
）。
ゲ
ロ
ン
の
脅
威
が
迫
切
し
て
い
た
故
で
あ
ろ
う
。
四
八
〇

年
、
周
知
の
如
く
、
カ
ル
タ
ゴ
側
は
ヒ
メ
ラ
の
会
戦
に
て
大
敗
を
取
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
後
も
ア
ナ
ク
シ
ラ
ス
は
自
ら
の
地
位
は
維
持
し
た
。
も
っ
と
も
、
シ
ュ

ラ
ク
サ
イ
の
ゲ
ロ
ン
、
ヒ
エ
ロ
ン
に
対
し
て
劣
位
に
立
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
。

ア
ナ
ク
シ
ラ
ス
が
四
七
六
年
に
死
去
し
た
後
、
そ
の
嗣
子
が
幼
沖
な
る
た
め
、
ミ
キ
ュ
ト
ス
が
い
わ
ば
摂
政
と
し
て
立
っ
た
（
47
）。
こ
れ
は
イ
ア
ピ
ュ
ギ
ア
族
に

南
イ
タ
リ
ア
の
僭
主
政

（ ）
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対
し
て
惨
敗
を
蒙
る
（
48
）が
、
全
体
と
し
て
そ
の
統
治
は
巧
妙
な
り
し
如
く
で
あ
る
（
49
）。
四
六
七
年
、
ミ
キ
ュ
ト
ス
が
任
を
離
れ
た
（
50
）後
、
ア
ナ
ク
シ
ラ
ス
の
息
子
た
ち

が
政
を
秉
る
。
こ
れ
ら
は
四
六
一
年
に
レ
ギ
オ
ン
、
メ
ッ
サ
ナ
よ
り
逐
斥
さ
れ
た
（
51
）。
こ
れ
ら
に
失
政
あ
っ
た
故
か
。
四
六
六
／
五
年
頃
に
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
の
ト

ラ
シ
ュ
ブ
ロ
ス
が
失
脚
し
て
後
、
シ
ケ
リ
ア
人
は
自
由
を
謳
歌
し
た
と
い
う
（
52
）。
そ
れ
が
海
峡
諸
邦
に
も
波
及
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
間
の
事
情
を
め
ぐ
っ
て
は
種
々
の
立
論
が
な
さ
れ
る
（
53
）。
こ
れ
ら
は
史
料
と
し
て
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（
54
）や
貨
幣
を
利
用
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
反
僭
主
派
の

実
体
や
ク
ロ
ト
ン
の
介
入
、
両
都
市
に
お
け
る
政
体
の
変
遷
な
ど
に
つ
き
闡
明
せ
ん
と
す
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
に
は
史
料
操
作
上
、
危
懼
を
覚
え
ざ
る
を
得
な

い
。
実
際
、
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
文
言
な
ど
不
可
解
（
55
）な
の
で
あ
る
。

爾
後
の
海
峡
両
都
市
な
る
が
、
国
制
に
関
し
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
。
た
だ
、
五
世
紀
央
、
或
は
そ
の
後
、
少
時
を
経
て
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
残

党
が
レ
ギ
オ
ン
に
集
結
し
た
（
56
）。
ま
た
、
そ
の
地
の
立
法
者
と
し
て
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
（
57
）。「
体
育
場
監
督
官
的
」、
或
は
「
テ
オ
ク
レ
ス
的
政

体
」
に
関
し
て
詳
細
は
悉
皆
不
明
な
る
が
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
常
と
し
て
寡
頭
政
に
親
昵
す
る
部
分
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
時
期
は
ア
ナ
ク
シ
ラ
オ
ス

一
統
の
支
配
下
で
は
あ
る
を
得
な
い
。
そ
の
後
に
置
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
観
る
に
、
レ
ギ
オ
ン
で
は
寡
頭
政
が
復
活
し
た
の
み
か
（
58
）。
こ
こ
に

て
も
僭
主
政
は
寡
頭
政
の
幕
間
劇
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

こ
の
後
も
両
市
に
お
い
て
は
紛
乱
の
熄
む
事
は
な
い
（
59
）。
こ
れ
も
例
に
よ
っ
て
例
の
如
し
で
あ
る
。

三

ク
ロ
ト
ン
と
シ
ュ
バ
リ
ス
。
こ
れ
ら
は
倶
に
ア
カ
イ
ア
系
植
民
地
で
あ
る
（
60
）。
創
建
さ
れ
た
の
は
八
世
紀
末
期
で
あ
る
（
61
）。
た
だ
、
シ
ュ
バ
リ
ス
建
設
に
は
ト
ロ

イ
ゼ
ン
人
も
参
画
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
後
に
放
逐
さ
れ
た
が
（
62
）。

シ
ュ
バ
リ
ス
は
そ
の
富
強
、
奢
侈
放
逸
を
以
っ
て
世
に
著
き
も
の
が
あ
る
（
63
）。
そ
の
勢
力
圏
を
も
拡
大
し
た
（
64
）。
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（
65
）に
よ
る
と
、
シ
ュ
バ
リ
ス
人
は

ク
ロ
ト
ン
人
、
メ
タ
ポ
ン
テ
ィ
オ
ン
人
と
共
に
シ
リ
ス
を
占
拠
し
た
。
然
る
後
に
ク
ロ
ト
ン
人
と
ロ
ク
ロ
イ
人
は
鉾
を
交
え
た
（
66
）。
案
に
違
っ
て
、
ク
ロ
ト
ン
人

は
サ
グ
ラ
河
畔
の
戦
闘
に
お
い
て
大
敗
を
喫
し
た
（
67
）。
そ
の
年
代
を
め
ぐ
っ
て
は
各
説
交
錯
（
68
）す
る
が
、
爾
来
、
ク
ロ
ト
ン
人
は
銷
沈
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
（
69
）。

大
手
前
大
学
論
集
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ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
の
ク
ロ
ト
ン
来
着
は
こ
の
頃
の
事
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
人
物
は
旧
く
よ
り
伝
説
の
霧
に
囲
繞
さ
れ
、
そ
の
生
涯
、
教
説
、
教
団
を
め
ぐ
る
実

相
に
は
暗
々
た
る
も
の
が
あ
る
。
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
伝
と
し
て
は
イ
ア
ン
ブ
リ
コ
ス
と
ポ
ル
ピ
ュ
リ
オ
ス
に
よ
る
も
の
が
現
存
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
一
種
の
「
継

ぎ
は
ぎ
細
工
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
を
な
し
た
も
の
と
し
て
は
ア
リ
ス
ト
ク
セ
ノ
ス
、
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
、
ネ
ア
ン
テ
ス
、
ア
ポ
ロ
ニ
オ
ス
、
ニ
コ
マ
コ
ス

は
た
ま
た
デ
ィ
カ
イ
ア
ル
コ
ス
な
ど
が
あ
る
が
、
イ
ア
ン
ブ
リ
コ
ス
な
ど
が
そ
れ
ら
を
如
何
に
利
用
し
た
か
、
こ
の
点
に
は
錯
雑
た
る
も
の
が
あ
る
。
更
に
そ

れ
ら
の
信
憑
性
に
も
難
点
少
な
し
と
は
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
を
穿
鑿
す
る
の
は
い
わ
ば
無
際
限
の
作
業
と
な
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
断
念
し
て
、

暫
定
的
結
論
で
満
足
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
れ
に
関
し
て
フ
ォ
ン
・
フ
リ
ッ
ツ
が
比
較
的
中
庸
を
得
た
結
論
を
提
示
し
て
い
る
（
70
）の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
掲
げ
て
お
く
。
こ
れ
で
以
っ
て
全
般
的
観
念

は
齎
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
フ
リ
ッ
ツ
よ
り
す
る
と
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
の
ク
ロ
ト
ン
到
着
は
五
三
〇
年
頃
、
教
団
の
創
設
も
そ
の
頃
で
あ
る
。
キ
ュ
ロ
ン
に
領
導

さ
れ
た
反
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
運
動
は
五
世
紀
初
頭
（
或
は
そ
れ
を
若
干
遡
る
か
）。
た
だ
、
こ
れ
は
教
団
の
影
響
力
拡
大
を
阻
礙
し
な
か
っ
た
。
次
い
で
、
四
五

〇

－

四
四
〇
年
に
お
け
る
反
対
派
に
よ
る
大
規
模
な
る
暴
乱
。
こ
の
際
、
ク
ロ
ト
ン
に
お
け
る
ミ
ュ
ロ
ン
の
居
宅
が
焼
討
に
遭
い
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
が
多
数

焚
死
し
た
。
こ
の
際
、
イ
タ
リ
ア
よ
り
離
去
し
た
者
も
い
る
が
、
残
留
し
て
な
お
一
定
の
政
治
的
力
を
保
持
し
た
成
員
も
存
し
た
。
さ
り
な
が
ら
、
三
九
〇
年

頃
に
は
、
タ
ラ
ス
を
別
と
す
る
と
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
は
最
終
的
に
イ
タ
リ
ア
を
退
去
す
る
事
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
。

ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
の
生
没
年
や
各
地
遍
歴
を
め
ぐ
っ
て
は
こ
こ
に
て
は
論
及
の
限
り
で
な
い
。
た
だ
、
彼
が
ポ
リ
ュ
ク
ラ
テ
ス
の
僭
主
政
を
嫌
厭
し
て
サ
モ
ス

を
去
っ
た
の
は
事
実
と
し
て
承
認
す
べ
き
か
（
71
）。
ク
ロ
ト
ン
の
国
制
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
そ
の
地
に
て
彼
は
千
人
衆
hoichilioiよ
り
講
話
を
な
す
べ
く
招
聘

さ
れ
た
と
い
う
（
72
）。
デ
ィ
カ
イ
ア
ル
コ
ス
（
73
）は
同
様
の
関
連
に
て
長
老
会
gerousia
と
執
政
官
archontesと
に
言
及
す
る
。
こ
こ
に
て
、
長
老
会
は
千
人
衆
の

委
員
会
、
執
政
官
は
そ
の
執
行
役
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
（
74
）。

こ
の
事
件
は
後
に
叙
す
が
、
シ
ュ
バ
リ
ス
の
僭
主
テ
リ
ュ
ス
が
ク
ロ
ト
ン
に
亡
命
者
の
引
渡
し
を
要
求
し
た
。
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
（
75
）よ
り
す
る
と
、
ク
ロ
ト
ン
に

て
は
ekklesia
が
召
集
さ
れ
、
こ
の
問
題
が
提
議
さ
れ
た
。
synkletosと
dem
osが
困
惑
し
、
plethosが
応
諾
に
傾
い
た
時
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
が
議
論
を

嚮
動
し
、
結
句
、
開
戦
が
議
決
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
し
て
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
の
言
が
千
鈞
の
重
み
を
有
し
た
事
に
は
な
る
。
こ
こ
で
ekklesia
は
後
の

plethosよ
り
し
て
民
会
（
75a
）と
看
做
す
べ
き
か
。
大
事
出
来
の
際
、
そ
れ
は
召
集
さ
れ
て
和
戦
の
決
定
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
に
信
を
置
く

南
イ
タ
リ
ア
の
僭
主
政
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な
ら
ば
そ
う
な
る
。
synkletosは
千
人
会
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
イ
ア
ン
ブ
リ
コ
ス
を
披
読
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
国
制
の
中
枢
に
位
置
し
た
の
は
千
人
会
と
な
る
。
三
五
・
二
六
〇
並
び
に
二
五
七
よ
り
は
そ

う
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
二
七
・
一
二
六
も
こ
れ
に
準
ず
る
。
九
・
四
五
で
は
そ
れ
ら
は
国
政
の
指
導
者
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
四
六
に
お
い
て
千
人
会
は
国

民
の
負
託
を
受
け
て
統
治
の
任
に
当
る
旨
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
が
語
っ
た
と
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
観
ず
る
に
お
い
て
、
こ
の
政
体
は
寡
頭
政
と
な
る
（
76
）。
そ

し
て
、
そ
の
体
制
は
父
祖
伝
来
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
77
）。

シ
ュ
バ
リ
ス
と
ク
ロ
ト
ン
と
の
紛
議
で
あ
っ
た
が
、
テ
リ
ュ
ス
と
は
シ
ュ
バ
リ
ス
に
て
今
日
知
ら
れ
る
唯
一
の
僭
主
で
あ
る
。
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
（
78
）に
よ
る
と
、

こ
れ
は
デ
マ
ゴ
ゴ
ス
と
し
て
抬
頭
し
て
有
力
者
を
追
及
、
五
百
名
の
最
富
裕
者
euporotatoiを
追
放
し
、
そ
の
財
産
を
没
収
せ
し
め
た
。
こ
れ
ら
の
者
は
ク

ロ
ト
ン
に
難
を
避
け
た
わ
け
で
、
そ
の
引
渡
し
を
テ
リ
ュ
ス
は
迫
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ク
ロ
ト
ン
側
が
そ
れ
を
拒
絶
し
た
た
め
に
開
戦
に
立
至
っ
た
の
で
あ
る

が
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
ミ
ロ
ン
指
揮
下
、
ク
ロ
ト
ン
の
徹
底
的
勝
利
に
畢
っ
た
。
シ
ュ
バ
リ
ス
は
字
義
通
り
抹
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
79
）。
年
次
と
し
て
は
五
一

一
／
〇
が
与
え
ら
れ
る
（
80
）。

テ
リ
ュ
ス
が
権
力
を
横
奪
し
た
の
は
五
一
〇
年
を
遡
る
事
若
干
年
で
あ
ろ
う
。
マ
イ
ナ
ー
（
81
）説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
マ
グ
ナ
・
グ
ラ
エ
キ
ア
に
お
い
て
は
、

昔
時
、
土
地
貴
族
が
権
力
を
独
占
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
シ
ュ
バ
リ
ス
な
ど
で
は
商
工
業
が
隆
昌
を
迎
え
、
階
級
間
の
対
立
が
激
化
し
た
。
こ
れ
に
応
じ
た
の

が
テ
リ
ュ
ス
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
被
支
配
層
の
支
持
を
受
け
て
反
動
貴
族
の
桎
梏
よ
り
シ
ュ
バ
リ
ス
を
離
脱
せ
し
め
た
。
そ
の
点
に
お
い
て
こ
れ
は
進
歩
的
で

あ
っ
た
と
い
う
。
同
時
に
、
開
戦
の
原
因
に
関
し
て
も
、
マ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
経
済
的
動
機
（
82
）と
同
時
に
政
治
体
制
の
差
違
が
重
要
で
あ
る
。
民
衆
に
倚
る
テ

リ
ュ
ス
対
貴
族
政
（
こ
れ
は
身
分
的
支
配
の
意
）、
即
ち
進
歩
と
反
動
と
の
対
決
を
旨
と
し
た
。
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
運
動
と
貴
族
層
と
の
同
盟
は
シ
ュ
バ
リ
ス
に

と
っ
て
真
の
危
険
を
形
成
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

さ
り
な
が
ら
、
謂
う
と
こ
ろ
の
経
済
発
展
で
あ
る
が
、
考
古
学
的
資
料
よ
り
該
時
点
に
お
け
る
階
層
変
化
が
比
較
的
精
確
に
測
知
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

商
工
業
者
が
自
律
的
な
動
き
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
テ
リ
ュ
ス
と
敵
対
し
た
の
は
富
裕
層
で
あ
っ
た
が
、
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
に
お
い
て
は
貧
富
の
対
立

は
恒
常
的
に
生
起
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
は
本
篇
九
―
一
〇
ペ
ー
ジ
に
も
記
し
た
し
、
か
つ
て
レ
オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
に
関
し
て
例
示
し
た
と
こ
ろ
で
も
あ

る
（
83
）。
そ
こ
に
お
い
て
は
四
二
四
年
頃
、
上
下
の
抗
争
が
激
発
し
て
い
る
。
マ
イ
ナ
ー
の
論
法
を
藉
り
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
そ
の
時
点
に
お
い
て
「
貴
族
支
配
」

大
手
前
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が
構
造
的
危
機
を
迎
え
た
と
断
じ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
畢
竟
す
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
deus
ex
m
achina
で
あ
る
。
何
故
他
な
ら
ぬ
そ
の
時
点
な
の
か
を
論

証
し
な
い
限
り
、
そ
れ
は
超
歴
史
的
説
明
に
堕
す
る
の
で
あ
る
。

ポ
ン
ト
ス
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
デ
ス
（
84
）伝
世
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
シ
ュ
バ
リ
ス
人
は
テ
リ
ュ
ス
の
僭
主
政
を
解
体
し
た
後
、
彼
の
党
与
を
全
員
（
85
）祭
壇
に
て
殺
害

し
た
（
86
）。
こ
の
一
件
は
時
期
を
詳
密
に
な
す
能
わ
ぬ
が
、
開
戦
直
前
か
交
戦
中
で
あ
ろ
う
。
テ
リ
ュ
ス
一
派
は
没
収
し
た
財
産
を
横
領
す
る
な
ど
擅
恣
の
行
為

あ
っ
た
が
故
に
、
市
民
の
怨
恨
を
買
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
然
ら
ば
、
テ
リ
ュ
ス
の
僭
主
政
と
は
一
介
の
野
心
家
が
機
会
に
乗
じ
て
、
偶
々
、
権
力
を
私
し

た
の
み
の
事
と
な
ろ
う
。

他
方
、
ク
ロ
ト
ン
側
の
対
応
。
そ
れ
を
主
動
し
た
と
い
う
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
で
あ
る
が
、
マ
イ
ナ
ー
は
次
の
如
く
主
張
す
る
。
そ
の
教
団
は
ク
ロ
ト
ン
な
ど
諸

市
に
お
い
て
公
に
政
治
権
力
を
行
使
し
た
（
87
）。
そ
し
て
、
そ
れ
は
一
種
の
reactionary
international
（
88
）
で
あ
っ
た
、
と
。
然
る
に
、
こ
れ
は
過
度
に
及
ぶ
。
こ

の
点
に
お
い
て
も
フ
ォ
ン
・
フ
リ
ッ
ツ
（
89
）に
左
袒
す
べ
き
で
あ
る
。
曰
く
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
教
団
員
が
時
宜
に
応
じ
て
政
治
を
左
右
し
た
の
は
事
実
な
れ
ど
も
、

「
こ
の
事
は
教
団
自
体
の
支
配
と
は
非
常
に
異
な
る
。」
そ
れ
は
個
人
と
し
て
行
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
教
団
の
目
標
は
第
一
に
は
あ
く
ま
で
も
倫
理
的
再

生
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。

ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
は
政
治
に
関
し
て
は
最
善
の
国
制
を
追
求
し
た
と
さ
れ
る
（
90
）。
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
人
士
の
下
、
ク
ロ
ト
ン
及
び
イ
タ
リ
ア
諸
市
に
て
至
高
の
政

治
が
行
わ
れ
た
（
91
）。
そ
れ
が
た
め
に
そ
れ
は
殆
ど
貴
族
政
と
さ
れ
る
hoi...ôikonom
oun
arista
ta
politika,hoste
schedon
aristokratian
einaiten

politeian.
（
92
）
贅
言
の
要
も
な
い
が
、
こ
こ
で
貴
族
政
aristokratia
と
は
徳
に
基
く
支
配
で
あ
る
（
93
）。
kalokagathia
な
る
語
も
頻
出
す
る
（
94
）。
成
程
、
貴
族
政
が
寡

頭
政
に
近
接
す
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
教
団
の
構
成
人
員
も
上
流
諸
士
で
あ
っ
た
（
95
）。
た
だ
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
一
に
人
格
の
錬
磨
に
あ
っ
た
。
そ
も
そ

も
財
産
の
共
有
を
唱
導
す
る
団
体
（
96
）は
寡
頭
政
的
た
る
事
よ
り
は
遠
い
。

ク
ロ
ト
ン
側
に
開
戦
を
決
意
せ
し
め
た
の
は
、
第
一
に
は
シ
ュ
バ
リ
ス
の
非
違
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
ク
ロ
ト
ン
の
使
節
三
十
名
全
員
を
殺
害
し
、
そ
の

死
体
を
凌
辱
し
た
と
い
う
（
97
）。
そ
の
中
に
は
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
の
弟
子
も
含
ま
れ
て
い
た
か
（
98
）。
こ
れ
は
神
々
を
蔑
す
る
行
為
で
あ
っ
た
。

対
シ
ュ
バ
リ
ス
戦
捷
後
、
ク
ロ
ト
ン
人
に
も
堕
落
が
萌
し
た
な
ど
と
も
語
ら
れ
る
（
99
）。
た
だ
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
焦
眉
の
課
題
は
シ
ュ
バ
リ
ス
の
土
地
で

あ
っ
た
。
こ
れ
の
分
配
が
抽
籤
に
よ
ら
ざ
る
旨
決
定
さ
れ
た
た
め
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
に
対
す
る
大
衆
の
不
満
が
爆
発
し
た
と
い
う
（
100
）。
こ
れ
と
約
半
世
紀
後
の

南
イ
タ
リ
ア
の
僭
主
政

（ ）
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焼
打
事
件
を
め
ぐ
っ
て
は
史
料
が
錯
綜
し
て
い
る
。
一
般
に
、
そ
れ
ら
が
両
事
件
を
混
同
し
て
い
る
事
は
確
言
し
得
る
（
101
）。
こ
こ
で
は
事
件
の
複
雑
な
る
経
過
に

関
し
て
は
捨
象
し
て
、
た
だ
、
原
因
論
に
つ
き
簡
叙
す
る
。
反
対
派
の
領
袖
は
キ
ュ
ロ
ン
と
ニ
ノ
ン
で
あ
っ
た
。
ニ
ノ
ン
は
民
衆
の
出
で
あ
る
が
、
キ
ュ
ロ
ン

は
名
門
に
生
を
享
け
た
（
102
）。
こ
れ
は
教
団
へ
の
入
門
を
冀
望
し
た
が
拒
絶
さ
れ
た
。
こ
の
事
に
忿
怒
を
発
し
、
彼
は
反
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
活
動
を
執
拗
に
持
続
し
た

と
い
う
（
103
）。
他
方
、
ニ
ノ
ン
は
民
衆
的
立
場
よ
り
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
を
誹
毀
し
た
（
104
）。
民
主
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
示
し
た
の
は
ヒ
ッ
パ
ソ
ス
な
ど
三
名
で
、
こ
れ
ら

は
何
れ
も
千
人
会
の
成
員
と
い
う
。
そ
れ
が
内
容
と
す
る
の
は
、
全
市
民
が
役
職
と
民
会
に
参
与
し
、
公
職
者
は
全
市
民
よ
り
抽
籤
さ
れ
た
者
の
前
に
て
執
務

報
告
を
な
す
べ
し
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
105
）。

今
般
の
運
動
な
る
が
、
指
導
者
層
を
形
成
し
た
の
は
比
較
的
上
流
の
者
多
数
と
な
す
。
ヒ
ッ
パ
ソ
ス
な
ど
は
、
当
然
、
そ
れ
に
属
す
し
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
の

縁
者
も
そ
れ
に
算
え
ら
れ
る
（
106
）。
こ
れ
ら
は
教
団
に
対
す
る
反
感
を
大
衆
と
共
有
し
た
。
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
教
団
は
一
種
、
秘
密
結
社
で
あ
っ
て
、
独
特
の
規
律
、

生
活
態
度
を
遵
守
し
た
。
そ
れ
に
関
す
る
厭
悪
の
感
情
が
伏
在
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
（
107
）。
キ
ュ
ロ
ン
一
派
の
私
怨
に
由
縁
す
る
策
謀
や
、
殊
に
民
衆
に

と
っ
て
肝
要
な
る
土
地
問
題
を
契
機
と
し
て
そ
れ
が
紛
乱
に
ま
で
及
ん
だ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。
ヒ
ッ
パ
ソ
ス
の
提
議
な
ど
は
異
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
い

し
、
今
回
の
事
件
は
日
常
生
活
の
次
元
を
大
き
く
出い
ず

る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
ク
ロ
ト
ン
に
お
い
て
は
寡
頭
派
が
生
命
力
を
回
復
し
た
事
に
鑑

る
と
、
六
世
紀
末
の
時
点
に
て
民
主
政
へ
の
不
可
逆
的
な
大
流
を
感
知
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

ク
ロ
ト
ン
に
お
い
て
は
ク
レ
イ
ニ
ア
ス
の
僭
主
政
も
生
じ
た
。
こ
れ
を
報
ず
る
の
は
ハ
リ
カ
ル
ナ
ッ
ソ
ス
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
（
108
）あ
る
の
み
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
ク
レ
イ
ニ
ア
ス
は
凡
ゆ
る
方
面
よ
り
亡
命
者
を
集
め
、
奴
隷
を
解
放
し
て
諸
邦
よ
り
自
由
を
剝
奪
し
た
（
109
）。
然
し
て
、
ク
ロ
ト
ン
に
お
け
る
貴
顕
の
士

epiphanestatoiを
殺
害
若
し
く
は
放
逐
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
レ
ギ
オ
ン
の
ア
ナ
ク
シ
ラ
ス
と
共
に
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
一
世
の
先
蹤
と
し
て
叙
さ
れ
て
い

る
。
従
っ
て
、
年
代
的
に
は
五
世
紀
前
半
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
、
史
料
の
記
述
が
単
簡
に
過
ぎ
、
か
つ
類
型
的
な
る
た
め
、
こ
れ
以
上
詮
議

を
巡
す
べ
く
も
な
い
。
何
れ
に
せ
よ
、
ク
レ
イ
ニ
ア
ス
の
政
権
は
短
命
に
畢
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
110
）。

例
の
お
そ
ら
く
は
四
四
〇
年
代
の
事
件
で
あ
る
が
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
（
111
）に
よ
れ
ば
、
マ
グ
ナ
・
グ
ラ
エ
キ
ア
に
お
い
て
各
処
に
お
け
る
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
集

会
所
が
放
火
さ
れ
た
。
各
ポ
リ
ス
の
指
導
者
層
が
突
然
死
亡
し
た
の
で
、
そ
れ
ら
の
地
に
は
全
面
的
政
変
、
混
乱
が
生
じ
た
。
放
火
は
ク
ロ
ト
ン
に
お
け
る
ミ

ロ
ン
の
旧
宅
（
112
）に
対
す
る
も
の
を
嚆
矢
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
か
ら
ク
ロ
ト
ン
圏
に
拡
大
し
た
。
一
旦
回
復
し
、
指
導
者
層
を
輩
出
し
た
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス

大
手
前
大
学
論
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派
の
勢
威
は
失
遂
し
た
事
に
な
る
。
こ
の
際
は
ア
カ
イ
ア
人
に
よ
る
調
停
が
奏
功
し
、
マ
グ
ナ
・
グ
ラ
エ
キ
ア
は
平
和
を
取
戻
し
た
。
そ
こ
で
は
ア
カ
イ
ア
人

の
国
制
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
（
113
）。
そ
れ
は
即
ち
民
主
政
で
あ
る
（
114
）。

か
く
以
っ
て
惟
う
に
、
今
回
の
擾
乱
を
惹
起
せ
し
め
た
の
は
反
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
感
情
の
他
に
民
衆
の
蹶
起
を
重
要
な
る
要
素
と
な
す
。
も
っ
と
も
、
今
般
導

入
さ
れ
た
民
主
政
と
は
穏
和
な
る
そ
れ
を
指
示
す
る
（
115
）が
。
そ
の
後
、
ク
ロ
ト
ン
に
て
は
民
主
政
と
寡
頭
政
が
交
替
し
た
と
唱
え
ら
れ
る
事
は
あ
る
（
116
）が
、
そ
れ
は

史
料
的
に
根
拠
薄
弱
で
あ
る
。
当
面
、
民
主
政
が
持
続
し
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
の
点
に
お
い
て
シ
ケ
リ
ア
、
殊
に
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
と
通
ず
る
面

は
あ
ろ
う
（
117
）。

三
一
七
年
の
事
項
と
し
て
、
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
（
118
）は
ク
ロ
ト
ン
の
ス
タ
シ
ス
に
つ
き
述
べ
る
。
民
主
派
が
、
亡
命
し
て
い
た
一
派
と
鉾
を
交
え
た
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
そ
の
党
派
と
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
デ
ス
や
ソ
ス
ト
ラ
ト
ス
（
119
）と
結
託
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
寡
頭
派
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
従
前
、
ク
ロ
ト
ン
に
て

権
力
を
掌
握
し
て
い
た
（
120
）と
思
考
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
追
放
さ
れ
た
後
に
帰
国
を
策
し
た
が
、
一
敗
、
地
に
塗
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、
民
主
派
の

将
軍
は
パ
ロ
ン
と
メ
ネ
デ
モ
ス
で
あ
っ
た
。
両
名
共
、
名
門
出
身
者
epiphaneisで
あ
っ
た
。
こ
の
中
、
メ
ネ
デ
モ
ス
は
、
後
日
、
僭
主
の
地
位
に
就
い
た
（
121
）。

こ
れ
を
以
っ
て
按
ず
る
に
、
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
と
は
変
ら
ぬ
も
の
よ
。
政
体
の
変
遷
極
ま
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
慨
嘆
を
禁
じ
得
な
い
（
122
）。

結

南
伊
諸
邦
で
あ
る
が
、
ポ
リ
ス
と
し
て
の
課
題
に
は
シ
ケ
リ
ア
と
共
通
す
る
も
の
は
あ
る
。
異
民
族
と
の
関
係
、
帝
国
化
、
或
は
ポ
リ
ス
に
よ
っ
て
は
内
部

に
お
け
る
種
族
間
の
相
剋
等
で
あ
る
。
僭
主
に
関
し
て
は
シ
ケ
リ
ア
に
比
し
て
量
的
に
少
な
く
、
重
要
性
に
お
い
て
も
劣
格
な
る
事
、
否
む
べ
く
も
な
い
。
僭

主
な
き
時
期
も
明
瞭
と
は
し
な
い
。
南
伊
の
僭
主
は
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
程
に
は
社
会
を
震
撼
せ
し
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
古
典
期
の
民

主
政
に
し
て
も
、
実
現
を
見
た
の
は
、
一
応
、
ク
ロ
ト
ン
圏
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
僭
主
後
、
キ
ュ
メ
や
レ
ギ
オ
ン
の
政
治
形
態
は
寡
頭
政
で
あ
っ
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
観
る
に
、
僭
主
政
に
社
会
変
化
を
促
迫
す
る
発
条
の
如
き
を
見
る
学
説
は
排
斥
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
政
治
史
に
は
進
歩
も
反
動
も

な
か
っ
た
（
123
）。
僭
主
政
と
は
暴
政
を
旨
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
特
定
の
歴
史
的
意
味
を
賦
与
す
べ
き
で
は
な
い
。

南
イ
タ
リ
ア
の
僭
主
政
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ion.H
al.A
nt.R
om
.VII

.12.1.

（
5
）
M
or.261E-262D
.

（
6
）
Cf.A
.A
lföldy,E
arly
R
om
e
and
the
Latins,A
nn
A
rbor
1965,71-72.

（
7
）
D
ion.H
al.A
nt.R
om
.VII

.4.5.

（
8
）
A
lföldy,op.
cit.50-72.こ
れ
を
否
認
す
る
の
は
F.Jacoby,Fragm
ente
der
griechischen
H
istorikerIII

b,K
om
m
entar,Leiden
1969,606-607;M
.

Frederiksen,Cam
pania,Rom
a
1984,101-102。

（
9
）V

II

.10.

（
10
）
A
nt.R
om
.V

.36.1-3,VI

.21.3.

（
11
）II

.14.5-9,34.4.

（
12
）
F.Sartori,V
erfassungen
und
soziale
K
lassen
in
den
Griechenstädten
U
nteritaliens
seit
der
V
orherrschaft
K
rotons
bis
zur
M
itte
des
4.

Jahrhunderts
v.u.Z.,E.C.W
elskopf(H
rsg.),H
ellenische
Poleis
2,Berlin
1974,718-721.

（
13
）
D
ion.H
al.A
nt.R
om
.VII

.4.5,5.2.

（
14
）
Ibid.VII

.8.3.

（
15
）
Ibid.VII

.4.4,4.5.dynatotatoiな
る
形
態
で
は
Plut.M
or.261F.な
お
、
cf.E.Lepore,Classie
ordiniin
M
agna
Grecia,C.N
icolet(éd.),R
echerchessur

les
structures
sociales
dans
l’antiquité
classique,Paris
1970,46-47.

（
16
）
D
ion.H
al.A
nt.R
om
.VII

.7.3.

（
17
）
Plut.M
or.261F.

（
18
）
D
ion.H
al.A
nt.R
om
.VII

.8.2.

（
19
）
Ibid.VII

.6.4.

（
20
）
D
iod.VII

.10.

（
21
）
芝
川
治
「
シ
ケ
リ
ア
の
僭
主
政
」、『
大
手
前
大
学
論
集
』
一
八
号
、
二
〇
一
七
年
、
一
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
22
）
D
ion.H
al.A
nt.R
om
.VII

.4.5.

（
23
）
ヴ
ェ
ル
ヴ
ァ
イ
（
op.cit.44-55）
に
よ
ら
ん
か
、
キ
ュ
メ
の
事
変
は
重
装
歩
兵
の
興
起
な
る
事
象
を
後
景
と
す
る
。
こ
れ
は
発
展
論
歴
然
た
る
も
の
で
あ
る
。
さ
り
な

が
ら
、
こ
の
説
を
証
す
る
が
如
き
言
辞
は
少
な
く
と
も
文
献
史
料
に
見
出
す
は
得
な
い
。

大
手
前
大
学
論
集

第
19
号
（
⚒
⚐
⚑
⚘
）

（ ）

【T：】Edianserver/大手前大学/論集/第19号（2018)/芝川 治 ⚓ 校

12

⚓ 校



（
24
）
D
ion.H
al.A
nt.R
om
.VII

.10.3.

（
25
）
Ibid.VII

.4.4.

（
26
）
D
iod.XI

.51.

（
27
）
Ibid.XII
.76.4;D
ion.H
al.A
nt.R
om
.XV

.6.4;Strabon,V

.4.4.

（
28
）
H
.Berve,D
ie
griechische
T
yrannis
I,M
ünchen
1967,162-163.

（
29
）
Strabon,VI
.1.6;H
eraclid.Lem
b.E
xc.pol.55.

（
30
）
Cf.D
iod.VIII
.23.2;D
ion.H
al.A
nt.R
om
.XIX

.2.詳
論
は
G.V
allet,R
hégion
etZancle,Paris
1958,71-77.

（
31
）
H
.Philipp,Regium
3),R
E
2Reihe,IA
1,1914,496.

（
32
）
H
eraclid.Lem
.E
xc.pol.55.

（
33
）
V
allet,op.cit.77.

な
お
、
パ
ウ
サ
ニ
ア
ス
の
記
述
（IV
.23.6-10）
は
歴
史
的
過
謬
多
数
を
算
え
る
が
故
、
信
憑
性
を
欠
く
。

（
34
）
A
r.Pol.1316a
34-38.

（
35
）
E
xc.pol.55.

（
36
）
サ
ル
ト
ー
リ
（
Sartori,op.cit.721）
は
こ
の
国
制
に
血
統
に
基
く
「
貴
族
政
」
が
先
行
し
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
無
意
味
で
あ
る
。

（
37
）
芝
川
「
シ
ケ
リ
ア
の
僭
主
政
」
註
（
179
）。

（
38
）
同
右
註
（
57
）。
ア
ク
ラ
ガ
ス
は
七
ペ
ー
ジ
。

（
39
）
D
iod.XI

.48.2.

（
40
）
E.L.M
inar,JR.,E
arly
Pythagorean
Politics,Baltim
ore
1942
(Reprint.N
ew
Y
ork
1979),44,46;A
.Schenk
Grafvon
Stauffenberg,T
rinakria,

M
ünchen
1963,216,321
A
nm
.6.

（
41
）
H
dt.VII

.165.

（
42
）
T
huk.VI

.4.6;Pausanias,IV

.23.6.

（
42a
）
註
（
45
）。

（
43
）
D
ion.H
al.A
nt.R
om
.XX

.7.1.

（
44
）
Iustinus,IV

.2.4-5.ま
た
von
Stauffenberg,op.cit.216.

（
45
）
こ
こ
で
ザ
ン
ク
レ
事
件
に
関
し
摘
記
し
て
お
く
。
イ
オ
ニ
ア
叛
乱
蹉
跌
後
、
僭
主
ア
イ
ア
ケ
ス
を
避
忌
し
た
サ
モ
ス
の
富
裕
者
層
は
ザ
ン
ク
レ
人
の
招
請
を
受
け
て
、
カ

レ
・
ア
ク
テ
に
植
民
地
を
開
設
す
る
事
に
決
し
た
。
然
る
に
、
彼
ら
は
ア
ナ
ク
シ
ラ
ス
の
使
簇嗾
に
応
じ
て
ス
キ
ュ
テ
ス
不
在
下
の
ザ
ン
ク
レ
を
占
拠
し
た
。
ス
キ
ュ
テ
ス

は
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
傀
儡
に
し
て
ザ
ン
ク
レ
統
治
を
委
任
さ
れ
て
い
た
。
今
般
は
サ
モ
ス
人
と
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
と
の
間
に
妥
協
が
成
立
し
た
（
H
dt.VI

.22-23.な

お
、「
ザ
ン
ク
レ
人
中
、
主
た
る
者
三
百
名
」
と
記
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
政
治
を
先
導
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
然
れ
ば
、
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
征
圧
以
前
の
ザ
ン
ク
レ
、

寡
頭
政
た
り
し
蓋
然
性
高
し
と
化
す
。）。

南
イ
タ
リ
ア
の
僭
主
政
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暫
時
を
経
て
、
こ
れ
ら
サ
モ
ス
人
を
ア
ナ
ク
シ
ラ
ス
は
放
逐
、
諸
族
を
混
淆
し
て
こ
こ
に
居
住
せ
し
め
た
。
ザ
ン
ク
レ
を
自
ら
に
確
保
し
た
。
そ
の
名
称
を
メ
ッ
サ
ナ

に
変
更
し
た
の
は
今
次
の
事
で
あ
る
（
T
huk.VI

.4.6）。
そ
こ
に
お
い
て
は
メ
ッ
セ
ニ
ア
系
が
多
数
を
占
め
た
と
考
え
ら
れ
る
（
cf.Pausanias,IV

.23.6-10）。
か
く

て
、
ア
ナ
ク
シ
ラ
ス
の
親
メ
ッ
セ
ニ
ア
的
傾
向
が
如
実
に
現
れ
る
。
サ
モ
ス
勢
は
た
だ
利
用
さ
れ
た
の
み
で
あ
る
。

大
略
か
く
の
如
き
が
事
件
の
顚
末
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
許
多
の
難
点
を
包
含
す
る
。
ス
キ
ュ
テ
ス
と
カ
ド
モ
ス
は
真
に
父
子
な
の
か
、
H
dt.VII

.164.1
に
お
け
る

para
と
m
eta
の
是
非
な
ど
が
そ
れ
に
算
え
ら
れ
る
。
編
年
に
関
し
て
も
諸
説
輻
輳
す
る
。
cf.V
allet,op.cit.336-354.ま
た
、
古
泉
学
よ
り
の
発
言
も
少
な
し
と
し

な
い
。
C.H
.D
odd,T
he
Sam
ians
atZancle‒M
essana,JH
S
28,1908,56-76;E.S.G.Robinson,Rhegion,Zankle‒M
essana
and
the
Sam
ians,JH
S
66,

1946,13-20
な
ど
。

（
46
）
H
dt.VII
.165.

（
47
）
Ibid.VII

.170.3;D
iod.XI

.48.2,66.ア
ナ
ク
シ
ラ
ス
に
は
年
長
の
子
と
し
て
レ
オ
プ
ロ
ン
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
早
逝
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
V
allet,op.cit.

369-370.

（
48
）
H
dt.VII

.170.3.

（
49
）
D
iod.XI

.66.1-3.マ
イ
ナ
ー
（
op.cit.127）
は
ミ
キ
ュ
ト
ス
に
下
層
民
の
代
表
を
見
る
が
、
こ
れ
は
正
鵠
を
射
な
い
。

（
50
）
D
iod.XI

.66.3.cf.H
dt.VII
.170.4.

（
51
）
D
iod.XI

.76.5.

（
52
）
Ibid.XI

.68.5.芝
川
「
シ
ケ
リ
ア
の
僭
主
政
」
一
三
ペ
ー
ジ
。

（
53
）
M
inar,op.cit.46-48;V
allet,op.cit.374-378;von
Stauffenberg,op.cit.293-294
な
ど
。

（
54
）
Iustinus,IV

.3.1-3.

（
55
）
レ
ギ
オ
ン
に
お
け
る
熾
烈
な
る
党
争
や
、
救
援
に
呼
ば
れ
た
ヒ
メ
ラ
か
ら
の
老
兵
と
は
如
何
な
る
実
体
を
指
示
す
る
の
か
。
或
は
む
し
ろ
、
蹂
躙
さ
れ
た
の
は
メ
ッ
サ
ナ

な
の
か
。
cf.K
.J.Beloch,G
riechischeG
eschichteII
.12,Strassburg
1914,131.な
お
、
四
六
一
年
頃
、
シ
ケ
リ
ア
各
地
よ
り
傭
兵
が
メ
ッ
サ
ナ
に
移
徙
せ
し
め
ら

れ
た
と
い
う
。
D
iod.XI

.76.4-6.

（
56
）
A
ristoxenos,18
W
ehrli=Iam
blichos,Peritou
Pythagoreiou
Biou,35.251.

（
57
）
Iam
blichos,Bios,27.130,30.172.

（
58
）
サ
ル
ト
ー
リ
（
op.cit.718）
に
よ
れ
ば
復
活
し
た
寡
頭
政
は
往
昔
の
そ
れ
に
比
し
て
強
度
に
お
い
て
劣
る
。
そ
れ
は
民
主
政
の
進
展
な
る
時
代
的
趨
勢
の
然
ら
し
め
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
本
篇
九
ペ
ー
ジ
の
論
法
と
同
様
で
、
予
断
の
類
に
属
す
る
。

（
59
）
S.Berger,R
evolution
and
Society
in
G
reek
Sicily
and
Southern
Italy,H
istoria,Einzelschriften
71,Stuttgart1992,30,54-56.

（
60
）
Strabon,VI

.1.13,1.12.VIII

.7.5.

（
61
）
L.Bérard,La
colonisation
grecque
de
l’Italie
m
éridionale
etde
la
Sicile
dans
l’antiquité,Paris
1957,144.

（
62
）
A
r.Pol.1303a
28-31.

（
63
）
Strabon,VI

.1.13;A
thenaios,518c-522a、
そ
の
他
。

大
手
前
大
学
論
集

第
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号
（
⚒
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（
64
）
帝
国
化
へ
の
傾
斜
は
シ
ケ
リ
ア
の
僭
主
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
芝
川
「
シ
ケ
リ
ア
の
僭
主
政
」
五
、
六
、
九
、
一
二

－

一
三
、
一
五
ペ
ー
ジ
。
南
伊
に
お
い
て

も
シ
ュ
バ
リ
ス
と
ク
ロ
ト
ン
は
そ
の
撰
に
洩
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
は
僭
主
政
下
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

（
65
）
Iustinus,XX

.2.3.

（
66
）
Ibid.XX
.2.10.

（
67
）
Strabon,VI
.1.10;D
iod.VIII

.32.

（
68
）
五
六
〇
と
五
四
〇
年
の
間
（
Sartori,op.cit.707）。
五
三
〇
年
代
頃
（
T
.J.D
unbabin,T
heW
estern
G
reeks,O
xford
1948,359-360）。
五
二
五
か
ら
五
二
〇
年

（
K
.von
Fritz,Pythagoras,R
EX

X
IV

1,1963,183）
な
ど
。

（
69
）
Strabon,VI

.1.10,12;Iustinus,XX

.4.1-2.

（
70
）
von
Fritz,Pythagorean
Politics
in
Southern
Italy,N
ew
Y
ork
1940,95.

（
71
）
Strabon,XIV

.1.16;D
iog.Laert.VIII

.1.3;Porphyrios,Pythagorou
Bios,9;Iam
blichos,Bios,18.88.

（
72
）
Iam
blichos,Bios,9.45.

（
73
）
Porphyrios,Bios,18.

（
74
）
G.Busolt,G
riechische
Staatskunde
I,M
ünchen
1920,356.

（
75
）
D
iod.XII

.9.3-4.

（
75a
）
イ
ア
ン
ブ
リ
コ
ス
（
本
稿
一
六
ペ
ー
ジ
）
に
よ
れ
ば
、
ekklesia
に
は
全
員
が
参
加
資
格
を
有
し
た
も
の
で
は
な
い
。

（
76
）
本
論
文
註
（
38
）。

（
77
）
Iam
blichos,Bios,35.255,257.

（
78
）
D
iod.XII

.9.2-3.cf.H
dt.V

.44.

（
79
）
D
iod.XII

.9.5-10.1;Strabon,VI

.1.12-13.

住
民
の
殄
滅
や
都
市
破
壊
は
シ
ケ
リ
ア
に
お
い
て
も
稀
な
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
芝
川
「
シ
ケ
リ
ア
の
僭
主
政
」
九
、
一
二
、
一
五
ペ
ー
ジ
。

（
80
）
D
iod.XI

.90.3.

（
81
）
M
inar,op.cit.10-13.

（
82
）
cf.Sartori,op.cit.705.こ
の
学
説
に
賛
同
す
る
の
は
躊
躇
さ
れ
る
。

（
83
）
芝
川
「
シ
ケ
リ
ア
の
僭
主
政
」
二

－

三
ペ
ー
ジ
。

（
84
）
F49
(W
ehrli)=
A
thenaios,521e-f.

（
85
）
hapantasと
読
む
べ
き
か
。

（
86
）
ヘ
ラ
女
神
云
々
に
関
し
て
は
cf.Phylarchos,F45
(Jacoby)=
A
thenaios,521d-e.

（
87
）
M
inar,op.cit,16.

（
88
）
Ibid.38.こ
の
表
現
は
妄
誕
無
稽
で
あ
る
。

南
イ
タ
リ
ア
の
僭
主
政

（ ）

【T：】Edianserver/大手前大学/論集/第19号（2018)/芝川 治 ⚓ 校

15



（
89
）
von
Fritz,Pythagorean
Politics,95-96.ま
た
id.Pythagoreer,R
EX

X
IV

1,1963,211.更
に
A
.D
elatte,E
ssaisur
la
politique
pythagoricienne,Liège

1921.

（
90
）
Iam
blichos,Bios,6.32.

（
91
）
Ibid.9.46,27.129-130.

（
92
）
D
iogenes
Laertios,VIII

.1.3.

（
93
）
ド
ゥ
ラ
ッ
ト
や
フ
ォ
ン
・
フ
リ
ッ
ツ
も
こ
の
点
の
認
識
が
十
分
で
な
い
。
そ
れ
が
議
論
に
混
乱
を
招
く
結
果
と
な
る
。

（
94
）
Iam
blichos,Bios,9.48,10.51,27.124.129,30.181,35.249.cf.D
iogenes
Laertios,VIII

.1.16.

（
95
）
Iam
blichos,Bios,18.88,35.254.

（
96
）
Ibid.6.30,17.72,18.81
他
。

（
97
）
本
論
文
註
（
86
）。

（
98
）
Iam
blichos,Bios,27.133,30.177.

（
99
）
T
im
aios,F44
(Jacoby)=
A
thenaios,522a-d.

（
100
）
Iam
blichos,Bios,35.255.

（
101
）
von
Fritz,Pythagorean
Politics,86-93.

（
102
）
Iam
blichos,Bios,35.258.キ
ュ
ロ
ン
が
シ
ュ
バ
リ
ス
の
exarchosで
あ
っ
た
可
能
性
は
存
す
。
ibid.17.74.こ
の
人
物
の
出
自
、
名
声
、
資
産
に
関
し
て
は
ま
た

ibid.35.248;D
iod.X

.11.1;Porphyrios,Bios,54.

（
103
）
D
iod.X

.11.1;Iam
blichos,Bios,35.248-249.な
お
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
の
メ
タ
ポ
ン
テ
ィ
オ
ン
へ
の
遷
徙
は
こ
の
頃
に
置
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
104
）
Iam
blichos,Bios.35.258-260.

（
105
）
Ibid.35.257.

（
106
）
Ibid.35.255.

（
107
）
Cf.D
elatte,op.cit.248-249.

（
108
）X

X

.7.1.

（
109
）
こ
の
一
節
に
は
「
ク
ロ
ト
ン
帝
国
」
を
想
起
せ
し
め
る
も
の
皆
無
と
は
し
な
い
。
カ
ー
ル
シ
ュ
テ
ッ
ト
（
U
.K
ahrstedt,ZurGeschichte
Grossgriechenlandsim
5.

Jahrhundert,H
erm
es
53,1918,184）
は
貨
幣
よ
り
し
て
五
世
紀
前
半
に
お
け
る
ク
ロ
ト
ン
の
勢
力
圏
拡
大
を
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
崩
壊
は
五
世
紀
の
半
ば

と
さ
れ
る
。

（
110
）
Cf.E.Ciaceri,Storia
della
M
agna
G
reciaII

,M
ilano
1927,269-270.ま
た
、
Sartori,op.cit.709.ク
レ
イ
ニ
ア
ス
の
僭
主
政
が
五
世
紀
前
半
に
置
か
る
べ
き
と

す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
再
興
を
妨
げ
な
か
っ
た
事
に
な
る
。
von
Fritz,Pythagorean
Politics,90-91.

（
111
）II

.39.1-4.

（
112
）
Porphyrios,Bios,55;Iam
blichos,Bios,35.249;D
iogenes
Laertios,VIII

.1.39.

大
手
前
大
学
論
集

第
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（
113
）
Polybios,II

.39.5-6.

（
114
）
Ibid.II

.38.6.そ
の
年
代
は
von
Fritz,Pythagorean
Politics,73-74.

（
115
）
Polybios,II

.38.6.

（
116
）
M
inar,op.cit.80.

（
117
）
芝
川
「
シ
ケ
リ
ア
の
僭
主
政
」
一
六
ペ
ー
ジ
。

（
118
）X

IX

.10.3-4.

（
119
）
こ
れ
ら
は
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
お
け
る
六
百
名
よ
り
成
る
epiphanestatoiに
よ
る
寡
頭
政
の
首
魁
で
あ
っ
た
。
芝
川
「
シ
ケ
リ
ア
の
僭
主
政
」
二
四
ペ
ー
ジ
、
註
（
170
）。

（
120
）
D
iod.XIX

.3.3.

（
121
）
Ibid.XX

I

.F.4.

（
122
）
時
を
隔
て
て
ク
ロ
ト
ン
も
他
の
南
伊
諸
邦
と
同
様
、
ロ
ー
マ
治
下
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
代
は
本
稿
の
範
囲
を
遥
か
に
逸
脱
す
る
。

（
123
）
タ
ラ
ス
、
ロ
ク
ロ
イ
、
ト
ゥ
リ
オ
イ
な
ど
は
本
稿
の
対
象
外
で
あ
っ
た
。
エ
レ
ア
は
僭
主
の
出
現
が
報
じ
ら
れ
る
が
、
情
報
僅
少
に
過
ぎ
る
。

南
イ
タ
リ
ア
の
僭
主
政

（ ）
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